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地域再生計画 変更事項対比表 
 
 変更前 変更後 
１ 地域再生計画の名称 変更なし  
２ 地域再生計画の作成主体の名称 変更なし  
３ 地域再生計画の区域 福井県三方郡美浜町の区域の一部（野口・新庄地区） 福井県三方郡美浜町の全域 
４ 地域再生計画の目標 （目標）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普

及率を７３．３％から７９．３％に向上） 
（目標）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及

率を７３．３％から１００．０％に向上） 
５ 目標を達成するために行う事業   
５－１ 全体の概要 美浜町中心部周辺の未整備地区である野口地区（公

共下水道区域）の整備を推進すると共に、町内で唯一

集落排水事業が未着工である新庄地区（集落排水区域）

の早急な整備の完了を目指す。 
尚、野口地区を含む公共下水道区域にあっては平成

１６年９月７日福井県指令都整第８３９号にて、最終

認可済みである。 

美浜町中心部周辺の未整備地区である野口・小倉・宮

代・安江・五十谷・寄戸・久々子地区及び南市地区の一

部（公共下水道区域）の整備を推進すると共に、町内で

唯一集落排水事業が未着工である新庄地区（集落排水区

域）の早急な整備の完了を目指す。 
尚、野口・小倉・宮代・安江・五十谷・寄戸・久々子

及び南市地区の一部を含む公共下水道区域にあっては平

成１６年９月７日福井県指令都整第８３９号にて、最終

認可済みである。 
５－２ 法第四章の特別の措置を適

用して行う事業 
汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
【事業主体】 
・いずれも美浜町 
 
【施設の種類】 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 
【事業主体】 
・いずれも美浜町 
 
【施設の種類】 



・公共下水道、農業集落排水施設 
 
【事業区域】 
・公共下水道    美浜町野口地区 
・農業集落排水施設 美浜町新庄地区 
 
 
 
【事業期間】 
・公共下水道    平成１７年度 
・農業集落排水施設 平成１７年度～平成２１年度 
 
【事業量】 
・公共下水道    φ２００  １，９５０ｍ 
・農業集落排水施設 φ１５０  ５，７５０ｍ 
          処理場      １箇所 
なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。

公共下水道     野口地区で１４８人 
農業集落排水施設  新庄地区で５７０人 
 
 
 
 
 
 

・公共下水道、農業集落排水施設 
 
【事業区域】 
・公共下水道    美浜町野口・小倉・宮代・安江 

五十谷・寄戸・久々子・南市地区

の一部 
・農業集落排水施設 美浜町新庄地区 
 
【事業期間】 
・公共下水道    平成１７年度～平成１９年度 
・農業集落排水施設 平成１７年度～平成２１年度 
 
【整備量】 
・公共下水道    φ７５～φ２００ ７，７３０ｍ 
・農業集落排水施設 φ１５０  ５，７５０ｍ 
          処理場      １箇所 
なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 
公共下水道     野口地区で１４８人 
          小倉地区で３５７人 
          宮代地区で１０９人 
          安江地区で２０人 
          五十谷地区で２８人 
          寄戸地区で２４人 
          久々子地区で３３０人 
          南市地区の一部で２０９人 



 
【事業費】 
公共下水道事業     １４０，０００千円 

（うち、単独 ５０，０００千円） 
（うち、国費 ４５，０００千円） 

 
 
農業集落排水施設  １，１０６，０６０千円 

（うち、単独  ９０，０００千円） 
（うち、国費 ５０８，０３０千円） 

 
 
合   計    １，２４６，０６０千円 

（うち、単独 １４０，０００千円） 
（うち、国費 ５５３，０３０千円） 

 

農業集落排水施設  新庄地区で５７０人 
【事業費】 
公共下水道事業 
       事 業 費   ４２９，０００千円  

（うち交付金 ２１４，５００千円） 
       単独事業費   １９１，５００千円 
              
農業集落排水施設 
             事 業 費１，０１６，０６０千円 

（うち交付金  ５０８，０３０千円） 
       単独事業費   ９０，０００千円 
 
 合   計  
            事 業 費１，４４５，０６０千円 

（うち交付金 ７２２，５３０千円） 
 単独事業費  ２８１，５００千円 

５－３ その他の事業 変更なし  
６ 計画期間 変更なし  
７ 目標の達成状況に係る評価に関す

る事項 
変更なし  

８ 地域再生計画の実施に関し当該地

方公共団体が必要と認める事項 
変更なし  

 


